
先月、全国で実施された「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間 、11月13日（木）から」
22日（土）まで道内で実施された「冬の交通安全運動」では、弟子屈町役場、標茶町役
場、関係する機関・団体・協力企業など多くの方々に御協力・御尽力いただき、大変あり
がとうございました。

今年も早いもので、あっという間に12月に入り、年の瀬も目の前となりました。
一段と寒さも厳しくなっており、冬型の事件・事故や災害に注意しなければならない季

節でもあります。

車を運転する際、旅行や外出、帰省等で自宅を空ける際、大雪、暴風雪など天候が悪い
際などは、御家族ともども、事件・事故に遭わないよう、防犯や交通事故防止等について
声を掛け合うなどして、特段の注意をお願いします。

また、忘年会や親戚・知人が集まる中で、お酒を呑む機会も多くなる時期かと思います
が、以下を参考に飲酒運転の根絶に御協力お願い申し上げます。

！☆飲酒運転の根絶☆ 「飲む前に 車じゃないよね？ 再確認」
⑴ 飲酒運転は悪質な犯罪！
飲酒運転は、悪質、危険な犯罪です。
一人一人が ！「飲酒運転をしない、させない、許さない、そして見逃さない」

⑵ 飲酒運転は、運転者以外も処罰の対象！
飲酒運転は、運転者だけでなく、運転者以外の人にも重い処罰があることを知って
いますか。お酒を提供したり、車を提供したり、同乗した場合は、飲酒運転と同様に
処罰の対象になります。

⑶ 「ハンドルキーパー運動」で飲酒運転を防止！
ハンドルキーパー運動とは、仲間と車で飲食店に行く場合は、あらかじめお酒を飲
まない人を決めて、その人が仲間を自宅まで送り届けることです。
飲食店の方は「車で来ていないか 「運転手は誰なのか」を確認願います。」、

弟子屈警察署は、これからの に、関係機関・団体の皆様と連携・協力歳末特別警戒期間
し、徹底した防犯パトロールと交通事故防止活動を展開していきます。
不審者や飲酒運転など悪質違反者を見掛けた際は、当署へご連絡ください。

、 、 。安全安心な年末年始となるよう 御支援・御協力のほど よろしくお願い申し上げます
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